
開催日程◇令和３年１２月４日から同月１０日までの間

平取町 ９日(水)    １０：００～１５：００ 平取町ふれあいセンターびらとり

三石地区 ７日(火) １３：３０～１５：００ 新ひだか町役場三石庁舎・はまなす

様似町 ７日(火) １３：００～１５：００ 様似町役場

えりも町 ９日(木) １０：００～１５：００ えりも町保健センター

静内地区 ９日(木) ８：３０～１５：００ 札幌法務局日高支局

門別地区 １０日(金) １０：００～１５：００ 門別公民館

日高地区 １０日(金) １０：００～１５：００ 道の駅「サン・ポッケ」

新冠町 １０日(金) １０：００～１５：００ 新冠町レ・コード館

浦河町 １０日(金) １０：００～１５：００ 浦河町役場

主催 札幌法務局日高支局・日高人権擁護委員協議会

かい

【開催についてのお問合せ】
日高人権擁護委員協議会

札幌法務局日高支局内
TEL・FAX

１２月４日から１０日までは，

「人権週間」となっているよ！

DV，離婚

いじめ，虐待

高齢者，障がい
者の虐待・差別

その他悩んでいる
こと性的マイノリティ

(LGBT)の差別・偏見

※相談は住んでいるところに関係なく，どこの会場でも受けることができます。
※相談は無料です。相談内容は固く守られます。
※新型コロナウイルス感染の感染状況によっては中止となる場合もございます。

※国際連合は，1948年（昭和23年）12月10日の第3回総会において，世界にお

全ての国とが達成すべき共通の基準として，世界人権宣言を採択し，また，1950
年（昭和25年）12月4日の第5回総会において，世界人権宣言が採択された日であ
る12月10日を「人権デー」と定め，全ての加盟国及び関係機関に対し，この日を
祝賀して人権活動を推進するための諸行事を行うように要請する決議を採択しま
した。
法務省の人権擁護機関では，1949年（昭和24年）から毎年，人権デーである12

月10日を最終日とする1週間（12月4日から12月10日）を「人権週間」と定め，そ
の期間中，各関係機関及び団体の御協力を得て，世界人権宣言の趣旨及びその重
要性を広く皆様方に知っていただき，人権尊重思想の普及高揚に努めています。

インターネットからも相談できます。
https://www.jinken.go.jp/

【発行日:令和3年11月26日】


